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第１章 習志野市職員のワークライフバランス推進プランの全体像 

 Ⅰ 策定の経緯と位置付け  

平成１５年７月、急速な少子化の進行や家庭及び地域を取り巻く環境の変化が著しい状

況の中、次代の社会を担うこどもたちが健やかに生まれ、育成される環境の形成に社会全

体で取り組んでいくことを目的とする次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０

号。以下「次世代法」という。）」が成立しました。 

次世代法は、地方公共団体を「特定事業主」と位置付け、職員が仕事と子育てを両立で

きるよう、職場環境の整備等を盛り込んだ「特定事業主行動計画」の策定を義務付けていま

す。その後、次世代法では改正が行われ、取組期間が令和１６年度まで延長されたことに伴

い、引き続き計画に基づいた取組が求められています。 

また、平成２７年８月には、働きたいという希望を持つ全ての女性の活躍を推進するため、

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第64号。以下「女性活

躍推進法」という。）が成立し、地方公共団体は、女性の採用・登用などの状況を把握し、課

題分析した上で行動計画を策定・公表することが義務付けられました。その後、女性活躍推

進法についても改正が行われ、取組期間が令和１７年度までに延長されました。 

習志野市役所では、女性の活躍を推進するためには、様々なライフスタイルを持つ全ての

職員が仕事と生活の調和を図ることができる環境が必要不可欠であるとの認識から、この

2つの法律に基づく特定事業主行動計画を承継し、一体的に策定することとしました。 

 

 Ⅱ 習志野市職員のワークライフバランス推進プランが目指すべき姿  

全ての職員が、意欲と能力を最大限に発揮しながら効率的に働くことができる職場環境

を整備することを目指します。 

 

現在の我が国は、少子高齢化の進行と人口減少時代の到来に加え、共働きや核家族世

帯の増加など様々な社会状況の変化により、行政上の課題は年々複雑化・高度化していま

す。これに対応していくためには、職員一人ひとりがいきいきと働き、また、様々な視点、経験、

価値観を持った人材を活かし、政策の質や市民サービスの向上を図っていくことが必要で

す。 

そのためには、働き方改革を推進して長時間労働を抑制するとともに、女性職員の育成・

登用をはじめとして多様な人材を活かす組織運営を進めることで、子育てや介護を担う職員

だけでなく、全ての職員がその健康を維持し、意欲と能力を最大限に発揮しながら効率的に

働くことができる職場環境づくりに努め、組織力の向上を図ります。 
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 Ⅲ 計画期間  

【次世代法に基づく計画期間】 

令和７年度（２０２５年度）から令和１６年度（２０３４年度）までの１０年間 

【女性活躍推進法に基づく計画期間】 

令和８年度（２０２６年度）から令和１７年度（２０３５年度）までの１０年間 

 

次世代法に基づく特定事業主行動計画の計画期間は、令和６年度の法改正により、令和

７年度から令和１６年度までの１０年間となりました。一方、女性活躍推進法に基づく特定事

業主行動計画の計画期間は、令和７年度の法改正により、令和８年度から令和１７年度まで

の１０年間となりました。 

これまで、習志野市役所の特定事業主行動計画は、それぞれの法律に基づく行動計画を

個々に策定しておりましたが、今般の法改正に伴い次世代法に基づく特定事業主行動計画

を見直すにあたり、それぞれの法律に基づく行動計画は内容が重なる部分が多く、市として

取り組まなければならない課題も共通していることから、各々独立した計画ではなく、「習志

野市職員のワークライフバランス推進プラン」として一体的に策定することとしました。また、

次世代法と女性活躍推進法の計画期間に基づき、それぞれ１０年間を計画期間として設定

しました。 

なお、計画期間を５年ずつの前期（次世代法：令和７年度から令和１１年度、女性活躍推

進法：令和８年度から令和１２年度）及び後期（次世代法：令和１２年度から令和１６年度、

女性活躍推進法：令和１３年度から令和１７年度）に分け、社会情勢を踏まえて、後期期間の

前に改定を検討し、必要に応じて内容の見直しを図ります。 

 

 Ⅳ 計画の対象  

習志野市役所の全職員を対象とします。 

なお、会計年度任用職員は適用される制度内容が常勤職員と異なる場合があることから、

数値目標には含めませんが、本計画の取組の対象とします。 

 

 Ⅴ 推進体制  

人事課が主体となり、計画全体の実施状況の把握、課題の検討など必要に応じた措置を

行い、本計画を推進していきます。また、効果的に推進するために、管理職はもとより、全ての

職員が計画内容を理解し、市役所全体で総合的に取り組んでいきます。 

なお、本計画に基づく取組の実施状況や数値目標の達成状況等について、評価・検証を

年１回以上行い、結果を公表します。 
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第２章 習志野市役所の取組 

平成１５年７月に次世代法、平成２７年８月に女性活躍推進法が制定されて以降、習志野

市役所では以下の取組を行ってきました。各計画の計画期間が共通する平成２８年度以降

の目標及び取組結果は次のとおりです。 

 Ⅰ 特定事業主行動計画（次世代法）に基づく取組  

【目標及び取組結果】 

次世代法に基づく取組の結果は以下のとおりです。各目標に対する詳細な数値について

は、後掲の各表に記載したとおりです。なお、令和３年度に目標値等を一部変更したことに

伴い、目標は現行の数値を記載しております。 

 

 計画期間：平成２７年度～令和６年度（平成２７年３月策定・令和３年１２月一部改訂） 

目 標 
結 果 

H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 目標 

①配偶者出産休暇 

取得率 70.7％ 100.0％ 77.5％ 100.0％ 97.2％ 100.0％ 68.8％ 73.9％ 30.0％ 

②女性職員の 

育児休業取得率 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

③時間外勤務の 

時間数／月 19.0h 21.4h 19.3h 17.6h 11.92h 14.18h 14.15h 17.22h 15.0h 

③時間外勤務の 

時間数／年 - - - - 143.1h 170.2h 169.8h 206.6h 180.0h 

④年次有給休暇 

平均取得日数 １０．７日 11.3 日 11.1 日 12.2 日 12.5 日 12.8 日 13.9 日 14.1 日 13日 

達成状況 ３／４ ３／４ ３／４ ４／４ ３／４ ３／４ ４／４ 3／４ － 

 

表１ 各年度の「配偶者が出産した男性職員」の特別休暇※1を取得した割合 

目 標 
結 果 

H29 H30 H31 R2 R3 R4 R５ R6 目標 

子が生まれた 

男性職員の人数 41 人 26 人 40 人 33 人 36 人 34 人 32 人 23 人 － 

特別休暇の 

取得人数 29 人 26 人 31 人 33 人 35 人 34 人 22 人 17 人 － 

取得率 70.7％ 100.0％ 77.5％ 100.0％ 97.2％ 100.0％ 68.8％ 73.9％ 30.0％ 

達成状況 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 ８／8 

 

 
1 配偶者の出産に係る特別休暇は、配偶者出産休暇（３日の範囲内）及び育児参加休暇（５日の範囲内）となります。 
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表２ 各年度の育児休業を取得する女性の割合 

目 標 
結 果 

H29 H30 H31 R2 R3 R4 R５ R６ 目標 

取得対象となる 

女性職員の人数 28 人 34 人 15 人 18 人 31 人 23 人 22 人 17 人 － 

育児休業の 

取得人数 28 人 34 人 15 人 18 人 31 人 23 人 22 人 17 人 － 

取得率 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

達成状況 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 ８／8 

 

表３ 各年度の職員※2１人の１月あたりの時間外勤務の時間数 

目 標 
結 果 

H29 H30 H31 R2 R3 R4 R５ R6 目標※3 

時間外勤務の 

時間数／月 19.0h 21.4h 19.3h 17.6h 11.92h 14.18h 14.15h 17.22h 15.0h 

時間外勤務の 

時間数／年 - - - - 143.1h 170.2h 169.8h 206.6h 180.0h 

達成状況 達成 未達成 達成 達成 達成 達成 達成 未達成 ６／8 

 

表４ 各年の年次有給休暇の平均取得日数 

目 標 
結 果 

H29 H30 H31 R2 R3 R4 R５ R6 目標※4 

平均取得日数 １０．７日 11.3 日 11.1 日 12.2 日 12.5 日 12.8 日 13.9 日 14.1 日 13日 

達成状況 未達成 達成 達成 達成 未達成 未達成 達成 達成 5／8 

 

【計画期間中の他の取組】 

内 容 年 度 

規則等の改正による時間外勤務の上限設定（月４５時間以内、年３６０時間以内） 平成３１年度から 

出生時育児休業制度（産後パパ育休）の創設 令和 ４年度から 

育児参加休暇及び出生サポート休暇の創設 令和 ５年度から 

時差出勤制度の導入 令和 ５年度から 

テレワーク制度の導入 令和 ７年度から 

 
2 時間外勤務手当支給対象者のうち、正規職員、再任用職員、任期付職員を集計しました。 
3 令和３年度に数値目標を変更しました。令和２年度までは「前年度を下回る」、令和３年度からは「月１５時間以

内 及び 年１８０時間以内」を目標としています。 
4 令和３年度に数値目標を変更しました。令和２年度までは「年１１日以上」、令和３年度からは「年１３日以上」を

目標としています。 
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 Ⅱ 特定事業主行動計画（女性活躍推進法）に基づく取組  

【目標及び取組結果】 

女性活躍推進法に基づく取組の結果は以下のとおりです。各目標に対する詳細な数値につ

いては、後掲の各表に記載したとおりです。なお、令和３年度に目標値等を一部変更したことに

伴い、現行の目標値を記載しております。 

 

 計画期間：平成２８年度～令和７年度（平成２８年３月策定・令和３年１２月一部改訂） 

目 標 
結 果 

H29 H30 H31 R2 R3 R4 R５ R６ 目標 

①技術職員の受験 

申込の女性割合 10.1％ 13.3％ 9.4％ 13.5％ 15.6％ 14.7％ 5.6％ 5.6％ 10.0％ 

②女性職員の割合 

（管理職） 26.9％ 27.0％ 29.5％ 27.3％ 29.4％ 29.9％ 31.5％ 30.7％ 30.0％ 

②女性職員の割合 

（係長職） 43.0％ 46.8％ 44.6％ 45.0％ 45.2％ 39.3％ 36.4％ 35.1％ 40.0％ 

③男性職員の 

育児休業取得率 0.0％ 3.8％ 20.0％ 24.2％ 33.3％ 67.6％ 59.4％ 87.0％ 30.0％ 

達成状況 ２／４ ２／４ １／４ ２／４ ３／４ ２／４ ２／４ ２／４ － 

 

表５ 各年度の技術職員※5 の受験申込の女性割合  

目 標 
結 果 

H29 H30 H31 R2 R3 R4 R５ R６ 目標 

技術職 10.1％ 13.3％ 9.4％ 13.5％ 15.6％ 14.7％ 5.6％ 5.6％ 10.0％ 

【参考】事務職 39.8％ 36.1％ 37.2％ 41.3％ 34.8％ 39.1％ 34.4％ 36.2％ － 

達成状況 達成 達成 未達成 達成 達成 達成 未達成 未達成 ５／8 

 

表６ 各年度４月１日時点の女性職員の割合 

目 標 
結 果 

H29 H30 H31 R2 R3 R4 R５ R6 R７ 目標 

管理職※6 26.9％ 27.0％ 29.5％ 27.3％ 29.4％ 29.9％ 31.5％ 30.7％ 31.2％ 30.0％ 

係長職※7 43.0％ 46.8％ 44.6％ 45.0％ 45.2％ 39.3％ 36.4％ 35.1％ 34.2％ 40.0％ 

達成状況 

管／係 未／達 未／達 未／達 未／達 未／達 未／未 達／未 達／未 達／未 ０／9 

 

 
5 土木技術職、建築技術職、電気技術職、機械技術職、化学技術職を総称して、技術職とします。 
6 管理職は、管理職手当支給対象者とし、４級及び５級の管理職相当の職員を含みます。 
7 係長職は、主査などの係長相当職を含みます。 
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表７ 各年度の育児休業を取得する男性職員の割合 

目 標 
結 果 

H29 H30 H31 R2 R3 R4 R５ R6 目標 

子が生まれた 

男性職員の人数 41 人 26 人 40 人 33 人 36 人 34 人 32 人 23 人 － 

育児休業の 

取得人数 0 人 1 人 8 人 8 人 12 人 23 人 19 人 20 人 － 

取得率 0.0％ 3.8％ 20.0％ 24.2％ 33.3％ 67.6％ 59.4％ 87.0％ 30.0％ 

達成状況 未達成 未達成 未達成 未達成 達成 達成 達成 達成 4／8 

 

【計画期間中の他の取組】 

内 容 年 度 

出生時育児休業制度（産後パパ育休）の創設（再掲） 令和 ４年度から 

育児参加休暇及び出生サポート休暇の創設（再掲） 令和 ５年度から 

子育て応援ハンドブックの一部改訂 令和 ６年度 

子育て部分休暇※8の創設・拡充（１０月から） 令和 ７年度から 

 

 
8 小学校就学前までの子を養育する職員を対象とした部分休業と同様に、小学校１年生から小学校３年生までの

子を養育する正規職員を対象として、１日につき２時間以内、正規の勤務時間の始め又は終わりに３０分単位の

短時間勤務となる無給の休業です。令和６年１２月２４日に、習志野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例が議決されたことにより、令和７年４月１日から施行しました。 

また、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されたことに伴い、令和７年１０月１日より部分休業及び子

育て部分休暇について、１年につき１０日の範囲内での取得を可能とする取得形態を追加しました。 
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第３章 現状と課題 

 Ⅰ ワークライフバランスの推進と長時間労働の是正  

 現 状  

平成１９年１２月１８日、関係閣僚、経済界・労働界・地方公共団体の代表等からなる「官

民トップ会議」において、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」と「仕事と生

活の調和推進のための行動指針」が策定されました。その中で、「誰もがやりがいや充実感

を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の時間や、家庭、地域、自己

啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう、今こそ、社会全体で

仕事と生活の双方の調和の実現を希求していかなければならない。」と記されています。 

同憲章では、現実の社会においては、「仕事に追われ、心身の疲労から健康を害しかねな

い」、「仕事と子育てや老親の介護との両立に悩む」など、仕事と生活の間で問題を抱える

人が多く見受けられるとの指摘があります。この状況を契機として、業務の見直し等をはじめ

として生産性の向上につなげるなどの創意工夫により、仕事と生活の調和の実現に官民一

体となって取り組んでいくことと謳われています。 

 

長時間の労働は、職員の心身の健康にも影響を及ぼすほか、長時間労働を前提とした働

き方は、家事・育児等の家庭生活を営みつつ、職業生活において評価され活躍することを困

難にするものです。少子高齢化や共働き世帯が一般化している現在においては、育児や介

護を担うなど時間制約のある職員が増加しており、結果として、特に女性職員に対して、職

業生活か家庭生活かの二者択一を迫る大きな原因となっています。 

このような状況において、全ての職員が仕事上の責任を果たす一方で、健康で豊かな生

活ができるようにワークライフバランスを推進し、組織を維持していくためには、家庭生活や

私生活のための時間の確保が必要となります。全ての職場において、これまでの「長時間労

働を前提とした働き方」から「労働時間に制約があることを前提とした働き方」への転換を

図り、従来の働き方を抜本的に見直し、長時間労働を是正していくことが求められています。 

 

習志野市役所では、平成３１年４月に働き方改革関連法が施行されたことに鑑み、「習志

野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則」の改正を行い、長時間労働是正のための措

置として、時間外勤務の上限を設けました。 

職員の１人の１月あたりの時間外勤務時間数は、新型コロナウイルス感染症の拡大による

事業の縮小や停止などもあった令和３年度に約１２時間と底を打ちました。しかし、新型コロ

ナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和５年５月８日に５類感染症に移行したこ

とから、従来と同様に大規模なイベントや選挙などの事業では、短期間に集中して長時間労

働が発生しているほか、恒常的に時間外勤務が多く発生している部署もあり、特定の部署に

負担が掛かっている実態があります。 
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 課 題  

今後、核家族・共働き世帯の増加や少子高齢化が一層進展することが見込まれる中で、

子育てや介護などの事情を抱える職員を含めた全ての職員が、仕事上の責任を果たして活

躍し、健康で豊かな生活を送れるようにするためには、働きやすい職場環境の構築に取り組

み、持続可能な形で公共サービスを提供し続ける組織となることが急務です。 

そのためには、職員の意識や価値観を変え、今までの「長時間労働を前提とした働き方」

から「労働時間に制約があることを前提とした働き方」へ転換し、長時間労働の是正を図る

ことが重要な課題であると考えます。 

 

 

 Ⅱ 男性の育児・家事への参画の促進  

 現 状  

我が国の社会構造の変化は著しく、少子高齢化の急速な進展により、介護や看護を必要

とする人口が増加し、それを支える現役世代の人口が減少する傾向が、今後も継続するとの

推計結果があります。これに伴い世帯構成も変化しており、共働き世帯は増加の一途を辿り、

頼れる親や親族が近くにおらず、家事・育児等の担い手が限られる家庭も増加しています。 

このような状況の中、男性の家事・育児への参画は、従来にも増して大きな意義を持つよ

うになっていますが、我が国は、男性の家事・育児への参画が進んでいるとは言い難い状況

にあります。 

 

職場や家庭、地域では、男女の固定的な役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシ

ャス・バイアス）が残っており、この意識が、女性の活躍機会の喪失や仕事と家庭の両立を困

難にしている大きな要因と考えられます。「女性活躍加速のための重点方針２０２０」によると、

家事や育児を夫婦で「半分ずつ分担したい」という意見が男女問わず約６割となっているも

のの、共働き世帯の男性の８割は家事を行わず、約７割が育児を行っていない状況です。 

この状況を打破するためには、意識というソフト面と、家事・育児へ参画できる環境という

ハード面を整備する必要があります。男女の固定的な役割分担意識は長い時間の中で醸

成されてきたものであり、その変革には時間を要すると考えられるため、即効性のある環境

面の整備として「出生時育児休業（産後パパ育休）」制度や時差出勤勤務制度を創設し、

男性の家事・育児への参画促進を図りました。 

 

 課 題  

参画しやすい環境というハード面については整備が進む一方で、残存する男女の固定的

な役割分担意識というソフト面については意識の醸成が必要であり、今後もソフト面での対

応を進め、男性の家事・育児への参画促進を図ることが課題です。 
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 Ⅲ 女性活躍の推進  

 現 状  

国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針（令和６年１月１６

日一部改正）では、性別や年代、時間等制約の有無にかかわらず、あらゆる職員が活躍で

きる職場環境の整備が急務であると指摘しています。さらに、イノベーションを生み出し、価値

の創造につなげていくダイバーシティ経営の視点は、多様化する国民のニーズを把握し、的

確に政策対応すべき公務を担う職場においても不可欠であると記されています。 

そのような状況において、基礎自治体である習志野市は、生活に密着した行政サービスを

提供しており、人口の約半数を占める女性の視点も市政に生かしていくことは必要不可欠

であると考えます。そのため、女性職員の育成・登用を進め、政策決定・意思決定の場への

女性の参画拡大を行い、行政サービスや政策の質を高めていくことが重要です。 

 

しかし、令和７年４月時点の習志野市役所の管理職における女性の割合は、部長級が

12.5％（１６人中２人）、次長級が 16.7％（30人中 5人）、課長級が 23．７％（１５２人中３

6人）であり、管理職全体（４級及び５級職員除く）では 21.7％（198人中 43人）となり、

男性と比較して非常に少ない状況です。 

本市に限らず社会全体で女性の管理職登用が進まない要因として、年代が上がるにつ

れて、上級管理職まで昇進したいという意向は減少し、昇進したくないという意向は増加して

いるという傾向が挙げられます。その背景は、「家事や育児の負担が大きく、仕事との両立が

できない」、「自分には管理職は向いていない」と考え、管理職に昇進する年代の女性の家

事や育児の負担が大きく、昇進に対する意欲の低下または昇進を諦めているという状況だと

推測されます。 

 

 課 題  

女性が、家事や育児で時間的な制約がある場合でも、管理職として活躍する意欲を持て

るよう、長時間労働の是正やキャリア形成支援、さらに女性の健康上の特性への理解促進

などの取組も含めて、女性の活躍の促進を図っていくことが課題です。 

また、女性職員が家庭と仕事の両立や将来のキャリアに対して悩みや心配を抱えている

場合、同様の境遇を経験してきた先輩職員やロールモデルとなる職員に気軽に相談ができ

るような体制の整備を進めます。 



 

第４章 ワークライフバランス推進プログラム 

１０ 

第４章 ワークライフバランス推進プログラム 

※本章は、次世代法第１９条の規定に基づく特定事業主行動計画に当たるものです。計画期間は、第１章で示した

とおり令和７年度から令和１６年度までとします。 

 

 Ⅰ 次世代法の概要  

我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次世代の社会を担うこどもが健やかに

生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策について、基本理念

を定めるとともに、国による行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主による行動

計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進するために必要な措置を

講ずるものです。 

 

■ 基本理念 

次世代育成支援対策は、保護者が子育てについての第一義的な責任を有すると

いう基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解

が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければ

ならない。 

■ 地方公共団体（特定事業主）の行動計画策定について 

地方公共団体の機関は、職員の仕事と家庭の両立等に関し、行動計画策定指針

に即して、目標、目標達成のために講じる措置の内容等を記載した行動計画を策

定・公表することが定められている。 

 

 Ⅱ 状況の把握  

次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令

（令和６年内閣府令第９５号。以下「令和６年内閣府令」という。）第３条及び第４条に定める

把握分析は、以下のとおりです。 

 

 把握分析の対象となる職員※9  

正規職員、任期付職員、暫定再任用職員（フルタイム）、臨時的任用職員、 

暫定再任用職員（短時間）、会計年度任用職員（パートタイム）、 

会計年度任用職員（フルタイム） 

 

 

 
9 職員のうち、暫定再任用職員（短時間）、会計年度任用職員（パートタイム及びフルタイム）を「非常勤職員」と総

称します。 
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 把握分析の項目  

【項目１ 男性職員の育児休業取得率及び取得期間の分布状況】 

令和６年度中に子が生まれた男性職員のうち 87.0％にあたる２０人が１日以上の育児休

業を取得しています。育児休業取得者のうち９０．０％にあたる１８人は１４日（２週間）以上、

７５．０％にあたる１５人は１か月以上取得しています。 

 

表８ 令和６年度に子が生まれた男性職員の育児休業取得率 

区分 

結 果 

取得 
対象者数 

取得者数 取得率 補足事項 

正 規 職 員 ２３人 ２０人 87.0％ うち１８名は１４日（２週間）以上取得 

非常勤職員 ００人 ００人 －  

合計 ２３人 ２０人 87.0％  

 

表９ 令和６年度に子が生まれた男性職員の育児休業取得期間の分布 

区分 

結 果 

７日以内 
（１週間） 

１４日以内 
（２週間） 

１か月 
以内 

３か月 
以内 

６か月 
以内 

１年以内 １年超 

正 規 職 員 ０人 ２人 ３人 １０人 ４人 １人 ０人 

非常勤職員 － － － － － － － 

合計 ０人 ２人 ３人 １０人 ４人 １人 ０人 

 

 

【項目２ 男性職員の配偶者出産休暇と育児参加休暇の取得率】 

令和６年度中に子が生まれた男性職員のうち７３．９％にあたる１７人が配偶者の出産休

暇を取得し、１３．０％にあたる３人が育児参加休暇を取得しています。 

 

表１０ 令和６年度に子が生まれた男性職員の特別休暇取得率 

区分 
結 果 

取得 
対象者数 

配偶者 
出産休暇 

取得率 
育児参加 
休暇 

取得率 補足事項 

正 規 職 員 ２３人 １７人 ７３．９％ ０３人 １３．０％ 両休暇取得は３名 

非常勤職員 ００人 ００人 － ００人 －  

合計 ２３人 １７人 ７３．９％ ０３人 １３．０％  
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【項目３ 時間外勤務の上限を超過した職員数（本庁内外の別・管理職と一般職の別）】 

本庁※10と本庁外、管理職と管理職以外※11に分けて時間外勤務の上限を超えた職員数

は表１１及び表１２のとおりです。年間の上限を超過した管理職は３８人で全体の１８．８％、

管理職以外の職員は２８７人で全体の２３．７％に当たります。年間及び月ごとの上限を超過

した人数の割合を比較すると、本庁外勤務かつ管理職の職員及び本庁勤務かつ管理職以

外の職員が高い状況です。 

 

表１１ 令和６年度の時間外勤務の上限（年３６０時間）を超過した職員数 

区分 
本庁 本庁外 

男性 女性 計 
超過者数 
割合 

男性 女性 計 
超過者数 
割合 

管 理 職 １４人 １４人 ２８人 16.9％ ３人 ７人 １０人 27.8％ 

管理職以外の職員 １１８人 ５９人 １７７人 25.8％ ８９人 ２１人 １１０人 21.0％ 

非 常 勤 職 員 ０人 ３人 ３人 0.9％ ０人 ０人 ０人 0.0％ 

合計 １３２人 ７６人 ２０８人 17.4％ ９２人 ２８人 １２０人 9.8％ 

 

表１２ 令和６年度の時間外勤務の上限（月４５時間）を超過した職員数 

区分 
本庁 本庁外 

最大月 最小月 
平均 
人数 

超過者数 
割合 

最大月 最小月 
平均 
人数 

超過者数 
割合 

管 理 職 ２５人 ８人 １５人 8.8％ ４人 １人 ２人 6.4％ 

管理職以外の職員 １４２人 ３２人 ８０人 11.7％ ８９人 ３人 ２７人 5.1％ 

非 常 勤 職 員 ６人 ０人 １人 0.4％ １人 ０人 ０人 0.1％ 

 

 

【項目４ 一人当たりの各月ごとの超過勤務時間（本庁内外の別・管理職と一般職の別）】 

 

表１３ 令和６年度の一人当たりの各月ごとの平均超過勤務時間 

区分 
結 果 

本庁 本庁外 全体 補足事項 

管 理 職 １６．４時間 １５．３時間 １５．８時間 

教育職給料表が適用される職員

は除外しました。 
管理職以外の職員 １９．５時間 １４．２時間 １６．９時間 

非 常 勤 職 員 ３．１時間 ２．０時間 ２．６時間 

 
10 「本庁」には、市庁舎の他、消防本部庁舎や企業局庁舎に勤務かつ日勤勤務者も含めます。 

11 正規職員、任期付職員、暫定再任用職員（フルタイム）、臨時的任用職員のうち、管理職に該当しない職員を集

計しました。 
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【項目５ 年次休暇の平均取得日数】 

表１４に示すとおり、年１４日以上の取得を達成しております。ただし、任命権者別に見ると、

教育委員会と消防本部において目標未達成となります。教育委員会は、年次休暇の取得時

期に制限が生じやすい高等学校の教員が含まれていること、消防本部は、２４時間２交代制

の消防吏員で大半が構成されていることから、他の任命権者と比較して取得日数が少ない

と考えられます。 

なお、非常勤職員については、任用の形態等に応じて年休付与日数と週当たりの勤務日

数が異なり、正規職員と同様の集計や比較が困難であるため、表１４は正規職員のみを掲

載します。 

 

表１４ 令和７年における年次休暇の１人あたりの平均取得日数 

区分 
１人あたりの平均取得日数 

市長等※12 教育 消防 企業局 全体 目標 

正 規 職 員 １４．７日 １１．３日 １３．９日 １６．３日 １４.３日 １４.０日 

 

 

 Ⅲ 目標と取組内容  

第３章で示した課題や次世代法の基本理念、行動計画策定指針の趣旨、令和６年内閣

府令第５条を踏まえ、習志野市役所は以下のとおり目標を設定します。 

 

 目標設定期間  

令和７年度（２０２５年度）から令和１６年度（２０３４年度）までの１０年間 

 

 目標設定の対象となる職員  

正規職員、任期付職員、暫定再任用職員（フルタイム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 市長事務部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局を合計しました。 
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 目 標  

目標１及び２は令和６年内閣府令第５条各号に定める項目、目標３及び４は習志野市次

世代育成支援特定事業主行動計画から承継した項目、目標５は新規設定の項目です。 

項 目 

目 標 値 

現 状 値※13 前期※14 

（R7～R11） 

後期 

（R12～R16） 

目標１ 
男性職員の育児休業取得率 

（２週間※15以上取得した職員の割合） 

一）85.0％ 

他）5０.0％ 
85.0％ 

５３.１％※16 

（1７人／32 人） 

目標２ 
管理職以外の職員１人あたりの 

年間の超過勤務時間 
年１８０時間以内 年１７４時間 

目標３ 年次休暇取得日数※17 年１４日以上 年 14.3日 

目標４ 
男性職員の配偶者の出産に係る 

特別休暇の取得率※18 

出）７５．０％ 

育）５0．０％ 

出）100％ 

育）100％ 

出）６８．８％ 

育）１８．８％ 

目標５ 
男性職員の配偶者の出産に係る 

特別休暇の平均取得日数※19 
合計３日以上 合計５日以上 合計２．５日 

 

 取 組  

習志野市では目標達成に向けて、これまでの取組を継続する中で以下の３点を重点的に取

り組みます。 

 

取組１ 長時間労働の是正に向けた取組 

取組２ 仕事と家庭生活の両立支援に関する取組 

取組３ 働きやすい職場環境の構築に向けた取組  

 

 

 

 

 
13 令和５年度または令和６年の現状値です。 
14 前期計画期間は、一般行政部門と一般行政部門以外で目標値を分けます。 
15 前期計画期間は、一般行政部門以外については１週間以上とします。 
16 全部門合計の取得日数です。 
17 令和６年１月１日から令和６年１２月３１日の全期間で在籍し、年２０日以上の年次休暇が付与されている職員

を対象として算出します。ただし、育児休業、その他の休業並びに分限休職が１日以上発令された職員は除外し

ています。 
18 各年４月１日から翌年３月３１日までの間に育児休業を取得可能となった職員を集計対象とします。育児休業の

取得可能時期によっては年度をまたいだ取得についても集計します。出）は配偶者出産休暇（３日の範囲内）、

育）は育児参加休暇（５日の範囲内）を表します。 

19 目標値は、配偶者出産休暇と育児参加休暇のいずれか又は両方を取得した日数の合計とします。 
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 Ⅲ－１ 長時間労働の是正に向けた取組                                            

第３章で示したとおり、今後は、全職員が意識を改革し、業務の見直し等により生産性の

向上につなげるなど様々な取組を行うことにより、長時間労働の是正を図ることが重要です。

これまでの取組を継続する中で、特に以下の３点に注力して取り組みます。 

 

 （１）全職員の意識改革 

①一人ひとりの意識改革 

今後、共働き世帯、核家族世帯の増加や高齢化などが見込まれる状況を踏まえ、第３

章で示した各課題に対して、全ての職員は認識を深め、まずは一人ひとりが業務の見直し

などについて考え、改善することにより、長時間労働の是正を図ります。 

 

②部長等による職場マネジメントの徹底 

各部局等の長が指揮を執り、職場全体の状況を正確に把握し、職員の心身の健康と安

全に配慮しながら、各課等の業務の見直し等により生産性の向上を図り、長時間労働の

是正を図れるようマネジメントを徹底します。 

特に、繁忙期に長時間労働が発生する部署、恒常的に長時間労働が存在している部

署や職員については、職員の心身の健康等に配慮するとともに、長時間労働の原因究明

を行い、対策を図っていきます。 

 

③人事評価への反映 

管理職は人事評価の目標として、効率的な行政運営に向けた業務改善や時間外勤務

の縮減、年次休暇の取得促進などを目標として設定しています。職員のワークライフバラン

スの推進に資する取組については、人事評価において、さらに適切に評価していけるよう

検討していきます。 

 

 （２）時間外勤務の縮減 

「習志野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則」の改正を行い、長時間労働是正のた

めの措置として、災害対応等の緊急時を除き、時間外勤務の上限を月４５時間かつ年３６０

時間と定めました。職員一人ひとりが定時に帰るという原則を再確認し、時間外勤務のコス

トについて正確に理解した上で業務を効率的に遂行します。 

そのためには、規則の上限を超える時間外勤務を無くし、全職員がワークライフバランスを

保てるようにすることはもちろん、職場内で突出して時間外勤務が多い職員を減らす取組や

時間外勤務の潜在化を防ぐ取組も並行して実施していきます。 
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①業務改善の推進 

組織や職員個人の生産性向上などに寄与するため、全庁的に、各部署の状況に応じた

業務改善を推進していきます。 

 

（各所属の業務改善例） 

⚫ 業務の見える化などによる業務手順、手法の見直し 

⚫ 円滑な引継ぎや業務の正確性・効率性を高めるため、平易なマニュアルやＦＡＱの整備 

⚫ 新規採用職員や初配属の職員など経験の浅い職員への職場内研修の実施 

⚫ 外部化の検討（民間活力の積極的な導入、外注による省力化など検討） 

 

②効率的な組織と適正配置 

職員のワークライフバランスを実現するためには、組織全体で仕事そのものを見直し、

業務量の削減を更に進める必要があります。時代に合わなくなったなどの観点から、優先

順位の低い事業や費用対効果の低い事業については、イベントも含めて廃止・縮小・集約

化するなど抜本的な改革に向けて、関係部局と連携します。 

また、部内、課内、係内の業務の平準化や組織再編の検討、適正配置による業務量格

差の是正に取り組みます。 

 

③職員の健康管理への配慮 

職員の健康は、業務の生産性に大きく影響します。心身の不調を抱える職員をケアする

だけではなく、予防や健康増進の見地からも様々な取組を進めます。 

 

（取組例※20） 

⚫ 職員の健康状態を良好に保つため、繁忙期であっても毎週少なくとも１日は週休日を

確保します。 

⚫ 災害対応等により、やむを得ず長時間の時間外勤務を行った職員に対し、産業医の健

康相談を実施します。 

⚫ 令和８年３月に策定した「習志野市職員心の健康づくり計画」に基づき、職員の心の健

康の保持増進のための措置を適切かつ有効に実施します。 

 

 （３）休暇の取得の促進 

①年次休暇の計画的な取得促進 

年次休暇等の各種休暇制度は、職員の心身の疲労を回復させ、健康で充実した生活

の継続や自己実現等を図るために設けられた制度であり、ワークライフバランスの実現に 

 

 
20 取組例には、プラン策定時点で実施済みの項目を含みます。 
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向けた重要な制度です。また、休暇の取得を促進することで、職員の勤労意欲が回復し、

職務の生産性も向上することで、効率的な行政運営や市民サービスの向上にもつながる

と考えます。 

所属長は、所属職員に対し、休暇に対する意識を高めさせるとともに、休暇を取得しや

すい雰囲気を醸成するよう努めます。所属職員の年次休暇の取得状況を随時把握し、取

得が少ない職員に対して休暇の取得を働きかけるなど、所属職員が平等に休暇を取得

できるように配慮します。 

 

（取組例） 

⚫ 年度当初に、年次休暇の取得促進に係る通知を発出 

⚫ 庁内 LANを利用する職員用 PCのデスクトップに取得促進のポップアップを表示 

 

②ライフスタイルの充実を目的とした休暇の取得促進 

自身や家族の誕生日等の記念日、趣味等を楽しむ機会として年次休暇の取得を促進

し、職員のライフスタイルの充実を図ります。 

また、こどもの健康診断や授業参観等の学校行事、こどもが関連する地域行事等に積

極的に参加できるよう、年次休暇の取得を促進します。 

 

③連続休暇の取得促進 

夏季特別休暇は可能な限り連続して取得できるように働きかけを行うほか、ゴールデン

ウィークや年末年始などに合わせて年次休暇を取得しやすい職場環境の構築に向けて、

関係部局とともに検討します。 

また、週休日と年次休暇を組み合わせて連続休暇を取得し、日頃の業務で蓄積されて

いるストレスの発散や疲労回復に努めるとともに、家庭生活の充実や自己研鑽の機会と

するなど、有効的に年次休暇を使えるようにします。 

 

 

 Ⅲ－２ 仕事と家庭生活の両立支援に関する取組                                     

職員には、子育てや介護等の事情により、仕事と家庭生活の両立が大きな課題になる場

合があります。職員が安心して仕事と家庭生活を両立し、それぞれの役割・責任を果たすこ

とができるようにするためには、全ての職員が互いの立場を認め合い、コミュニケーションを

しっかり取りながら、職場全体で支え合う風土の醸成や職場環境の整備が重要です。 

また、両立支援として特に重要なのは、「男性の家事・育児への参画の促進」です。共働き

世帯や核家族世帯が増加する中で、男性が積極的に家事や育児を行わなければ、これまで

のように女性の家庭内における負担は高いままであり、結果として女性が職場において活躍

することが困難となります。 
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このため、男女が共に家事や育児等の家庭生活における責任を果たしながら、仕事でも

活躍できる職場の実現に向けて、職員一人ひとりの意識改革を促すとともに、男性の育児休

業などの両立支援制度の活用を推進していきます。 

 

 （１）妊娠・育児・介護に関する情報提供の充実 

全ての職員が、本計画の趣旨や各種制度を知り、理解を深めることができる機会の拡大

を図ります。特に、男性職員の配偶者の出産に係る特別休暇と育児休業については、制度の

利用者数が少ない状況であるため、より丁寧に対応していきます。人事担当課では、該当す

る職員とその所属長への個別説明や、面談シートの提供等と併せて制度や運用についての

質問や相談を随時受け付け、不安や悩みを抱える職員へのフォローを行います。 

この他に、仕事と育児・介護等の両立を経験した職員の体験等について情報を収集し、こ

れから取得を考えている職員に対して情報提供していきます。これにより、同様の立場にある

職員の不安軽減を図るとともに、職場全体で互いの立場を理解し、支え合う風土の醸成に

つなげます。 

 

 （２）男性の家事・育児への参画促進 

①男性の配偶者の出産に係る特別休暇取得の促進 

子育て期の女性が仕事で活躍するためには、男性が家庭生活の責任を十分に果たせ

るかどうかが重要です。 

子の出生から、その後長く続く子育てに能動的に関わる契機として、まずは配偶者出産

休暇と育児参加休暇を男性職員が取得し、主体的に家事・育児へ参画する経験を得るこ

とは、生活者としての視点を学ぶ最良の機会であり、今後妊娠・出産を迎える職員に対す

る理解を広げるなど数多くの意義があります。 

まず各特別休暇と週休日を合わせて１週間、男性が仕事から離れて育児に専念できる

時期を設けることが、男性の意識改革のきっかけとなり、男性の積極的な家事・育児への

関りへつながるものと考えています。 

また、内閣府男女共同参画局※21によると、こどもがいる夫婦で、夫の休日の家事・育児

時間と第２子以降の出生率には正の相関があるとの調査結果も発表されています。男性

が家事・育児へ積極的に関わることで女性の負担が軽くなり、こどもを産み育てようという

意識が広がっていくことも期待されます。 

 

 

 

 
21 内閣府男女共同参画局. ”コラム 5 男性の家事・育児等参画の必要性・効果”. 内閣府男女共同参画局. 

2023-06, 

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/zentai/html/column/clm_05.html, 

（参照 2025-02-25）. 

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/zentai/html/column/clm_05.html
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②男性の育児休業取得の促進 

令和５年１２月２２日に閣議決定された『こども未来戦略～次元の異なる少子化対策の

実現に向けて～』において、「国・地方の公務員（一般職・一般行政部門常勤）」※22は、令

和７年（２０２５年）までに１週間以上の育児休業を取得する男性職員の割合を８５％とし、

令和１２年（２０３０年）までに取得期間を２週間以上に拡大した上で８５％以上の取得割

合を達成することが目標として掲げられています。 

また、子の出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するために、

給付面での対応として、令和７年４月より、育児休業手当金等の給付率が６７％（手取り

換算で８割相当）から８０％（手取り換算で１０割相当）へ引き上げられております。 

上述の「男性職員の配偶者の出産に係る特別休暇取得」の促進と併せて、男性の育

児休業については２週間以上取得することを促進します。 

 

③男性の家庭参画に対しての理解促進 

男性職員の家庭生活への参画は、女性の活躍には不可欠であり、男性のワークライフ

バランスを保つためにも重要です。しかし、男性の仕事と育児・介護等との両立について

職場の十分な理解が得られないケースも発生しています。 

今後は、男性職員が家事・育児に参画する時間をきちんと確保できるよう、職場内で一

層の理解促進に努めます。 

子育てや介護は長く続くものであり、仕事と家庭生活の両立が困難となる時期が生じ

る場合もあるので、職場全体で支え合う風土の醸成や職場環境づくりを推進します。 

 

 （３）代替要員の確保 

育児等により休業を取得する職員の代替については、周囲への負担を考慮し、必要な期

間中は会計年度任用職員（フルタイム）を配置するなど、可能な限り人事的な配慮を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 『こども未来戦略～次元の異なる少子化対策の実現に向けて～』２５ページ（令和５年１２月２２日閣議決定） 
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 Ⅲ－３ 働きやすい職場環境の構築に向けた取組                                     

男女ともに、それぞれの自らの希望やライフステージに応じた形で仕事と家庭の両立を図

るとともに、地域生活への参画や余暇の充実を通じて、豊かな生活を過ごすことができるよう、

全ての職員にとって働きやすい職場環境を構築します。 

 

 （１）柔軟な働き方の促進 

①時差出勤制度の導入 

時差出勤は、育児や介護等に係る職員の両立支援として機能しているほか、夜間に開

催される会議への対応、出勤間隔のインターバル調整などにも利用されており、職員のワ

ークライフバランスに一定の効果があることを確認しています。 

また、時差出勤を利用した日は、原則として時間外勤務をしないこととしているため、長

時間労働の是正にもつながることからも、令和５年度に導入しました。 

 

②テレワーク制度の導入 

新型コロナウイルス感染症対策を契機として令和２年度より試行しているテレワーク制

度は、外出先や自宅など、場所にとらわれない就業を可能とし、柔軟な働き方を実現する

だけではなく、災害や公共交通機関の計画運休などにより、職員が出勤できない場合で

あっても円滑に業務継続を可能とするなど、事業継続の観点からも大きな効果が見込ま

れます。 

また、テレワーク制度においても、時差出勤制度と同様に、利用日は原則として時間外

勤務をしないこととすることで、長時間労働の是正にも効果があることから、習志野市職

員テレワーク実施要領を制定し、令和７年１０月１日より施行しています。 

 

 （２）ハラスメントの防止 

ハラスメントは、相手の尊厳や人格を傷つける許されない行為です。ハラスメントを受ける

と、仕事への意欲を失うだけでなく、時には心身の健康を害する場合があります。職員一人

ひとりが、ハラスメントへの意識を高め、周囲の人と円滑なコミュニケーションを図りながら、

風通しの良い職場づくりに努めます。 

また、令和４年４月１日付けで「習志野市職員のハラスメント防止等に関する要領」を一部

改正し、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」をハラスメントの定義に含め、対

応措置を明確化するなど時勢に合わせて対策に取り組んでいます。パワー・ハラスメント、セ

クシャル・ハラスメントをはじめとした各ハラスメントに対する相談窓口も設置し、働きやすい

職場環境づくりに努めています。 
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第５章 女性活躍推進プログラム 

※本章は、女性活躍推進法第１５条の規定に基づく特定事業主行動計画に当たるものです。計画期間は、第１章で

示したとおり令和８年度から令和１７年度までとします。 

 

 Ⅰ 女性活躍推進法の概要  

次の３つを基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会

の実現を図ることを目的としています。 

 

■ 女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定

的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮を行い、併せて、女性の健

康上の特性に留意すること。 

■ 職業生活と家庭生活の両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭

生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること。 

■ 女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されること。 

 

 Ⅱ 状況の把握  

女性活躍推進法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号）第

２条の規定に基づき、女性職員の職業生活における活躍に関する把握分析は、以下のとお

りです。 

 

 把握分析の対象となる職員  

正規職員、任期付職員、暫定再任用職員（フルタイム） 

 

 把握分析の項目  

 

【項目１ 女性職員の採用割合】 

全職種合計で見ると、受験申込者数では女性比率が３４．６％ですが、採用者数では５８．

８％まで上昇します。 

職種ごとの採用者に対する女性比率を見ると、女性の受験申込者が少ない技術職、消防

職では女性比率が２５％以内に留まる一方で、保健師や看護師、保育士・幼稚園教諭等の

専門職では女性の受験申込者が９０％以上であり、採用者数では１００％となります。 
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表１５ 令和６年度実施の職員採用試験における女性の割合 

 
受験申込者数 採用者数 

男性 女性 計 
女性 
比率 男性 女性 計 

女性 
比率 

事務職 ５６４人 ３２０人 ８８４人 ３６．２％ １４人 １５人 ２９人 ５１．７％ 

技術職 ５１人 ３人 ５４人 ５．６％ ３人 １人 ４人 ２５．０％ 

専門職 ５人 ７０人 ７５人 ９３．３％ ０人 １４人 １４人 １００．０％ 

消防職 １５８人 １９人 １７７人 １０．７％ ４人 ０人 ４人 ０．０％ 

全職種合計 ７７８人 ４１２人 1,190 人 ３４．６％ 21 人 30 人 ５１人 ５８．８％ 

 

 

【項目２ 普通退職者の割合の男女の差異、年齢区分別の男女別の割合】 

普通退職者を男女別でみると女性比率は５７．９％となり、消防職を除くと９０％以上を女

性が占めております。この状況を年代別にみると、４０代までが８５％以上を占めております。

更に、消防職を除いた４０代までの普通退職者を女性比率で見ると１００％となり、３０代及

び４０代の女性職員の離職が顕著であることがわかります。 

また、職種に着目すると、事務職は性別、年代に偏りが少ない一方で、保健師や看護師、

保育士・幼稚園教諭という専門職において、普通退職が顕著であると認識しています。 

 

表１６ 令和６年度の普通退職者の割合の差異（年齢区分別、男女別） 

年代 男性 女性 計 
年代 
比率 

女性 
比率 

退職者の職種 

２０代 ５人 ２人 ７人 ３６．９％ ２８．６％ 
男性：消防５ 

女性：事務１、保育士・幼稚園教諭１ 

３０代 ２人 ３人 ５人 ２６．３％ ６０．０％ 
男性：消防２ 

女性：栄養士１、保育士・幼稚園教諭２ 

４０代 ０人 ５人 ５人 ２６．３％ １００．０％ 
男性：なし 

女性：事務１、建築１、土木１、保育士・幼稚園教諭２ 

５０代 １人 １人 ２人 １０．５％ ５０．０％ 
男性：事務１ 

女性：保健師１ 

全体 ８人 １１人 １９人 １００.０％ ５７．９％  
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表１７ 令和６年度の普通退職者の勤続年数の差異（年齢区分別、男女別） 

勤続年数 
集計 累計 

男性 女性 計 時期 男性 女性 計 

１年以内 ２人 １人 ３人 １年以内 ２人 １人 ３人 

１年超 ３年以内 ０人 ２人 ２人 ３年以内 ２人 ３人 ５人 

３年超 ５年以内 １人 １人 ２人 ５年以内 ３人 ４人 ７人 

５年超 １０年以内 ３人 ３人 ６人 １０年以内 ６人 ７人 １３人 

１０年超 １５年以内 １人 ２人 ３人 １５年以内 ７人 ９人 １６人 

１５年超 ２０年以内 ０人 １人 １人 ２０年以内 ７人 １０人 １７人 

２０年超 ２５年以内 ０人 １人 １人 ２０年以内 ７人 １１人 １８人 

２５年超 １人 ０人 １人 ２５年以内 ８人 １１人 １９人 

全体 ８人 １１人 １９人  ８人 １１人 １９人 

 

 

【項目３ 時間外勤務の上限※23を超過した職員数（本庁内外の別・管理職と一般職の別）】 

表１８は年間の上限を超過した職員数、表１９は月の上限を超過した職員数を表していま

す。超過者数の割合を男女別に比較すると、管理職において女性の超過者数の割合が高く

なっております。 

 

表１８ 令和６年度の時間外勤務の上限（年３６０時間）を超過した職員数（再掲） 

区分 
本庁 本庁外 

男性 女性 計 
超過者数 
割合 

男性 女性 計 
超過者数 
割合 

管 理 職 １４人 １４人 ２８人 １６．９％ ３人 ７人 １０人 ２７．８％ 

管理職以外の職員 １１８人 ５９人 １７７人 ２５．８％ ８９人 ２１人 １１０人 ２１．０％ 

非 常 勤 職 員 ０人 ３人 ３人 ０．９％ ０人 ０人 ０人 ０．０％ 

合計 １３２人 ７６人 ２０８人 １７．４％ ９２人 ２８人 １２０人 ９．８％ 

 

 

 
23 習志野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第４条の２の２において、時間外勤務の上限を「１箇月におい

て４５時間及び１の年度において３６０時間の範囲内」と規定しております。同規則第４条の２の２第２項において、

通常予見することのできない業務量の増加等に伴い臨時的に「１箇月において１００時間未満」、「１の年度にお

いて７２０時間」を上限とすることを特別に認めております。 
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表１９ 令和６年度の時間外勤務の上限（月４５時間）を超過した職員数（再掲） 

区分 
本庁 本庁外 

最大月 最小月 
平均 
人数 

超過者数 
割合 

最大月 最小月 
平均 
人数 

超過者数 
割合 

管 理 職 ２５人 ８人 １５人 ８．８％ ４人 １人 ２人 ６．４％ 

管理職以外の職員 １４２人 ３２人 ８０人 １１．７％ ８９人 ３人 ２７人 ５．１％ 

非 常 勤 職 員 ６人 ０人 １人 ０．４％ １人 ０人 ０人 ０．１％ 

 

 

【項目４※24 管理職に占める女性職員の割合及び各役職段階に占める女性職員の割合】 

各役職段階に占める女性職員の割合について、計画策定時の平成２８年４月１日時点と

直近の令和７年４月１日時点を比較すると、管理職全体では増加する一方で、係長職では

減少しています。 

目標値と比較しても、係長職は大きく乖離していることから重点的に取り組む必要があり

ます。管理職については課長級で大きく増加しており、これまでの取組を継続しつつ上級管

理職への積極的な登用も推進して、目標の達成を図りたいと考えております。 

 

表２０ 令和７年４月１日時点の各役職段階に占める女性職員の割合 

区分 
人数 割合 

男性 女性 計 男性 女性 目標 

管
理
職 

部 長 級 1４人 ２人 １６人 ８７．５％ １２．５％ － 

次 長 級 ２５人 ５人 ３０人 ８３．３％ １６．７％ － 

課 長 級 １１６人 ３６人 １５２人 ７６．３％ ２３．７％ － 

管 理 職 合 計 １５５人 ４３人 １９８人 ７８．３％ ２１．７％ ３０.０％ 

係 長 職 ８５人 ２９人 １１４人 ７４．６％ ２５．４％ ４０.０％ 

合  計 ２４０人 ７２人 ３１２人 ７６．９％ ２３．１％ － 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 内閣府が実施する「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」調

査の対象となる管理職及び係長職とします。 
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表２１ 令和７年４月１日時点の各役職段階に占める女性職員の割合の伸び率 

区分 

人数 伸び率 

平成 28年４月１日 令和７年４月１日 
男性 女性 

男性 女性 男性 女性 

管
理
職 

部 長 級 1７人 １人 1４人 ２人 ▲１７．６％ １００．０％ 

次 長 級 ２５人 １人 ２５人 ５人 ０．０％ ４００.０％ 

課 長 級 １１８人 ２９人 １１６人 ３６人 ▲１．７％ ２４．１％ 

管 理 職 合 計 １６０人 ３１人 １５５人 ４３人 ▲３．１％ ３８．７％ 

係 長 職 ８９人 ４０人 ８５人 ２９人 ▲４．５％ ▲２７.５％ 

合  計 ２４９人 ７１人 ２４０人 ７２人 ▲３．６％ １．４％ 

 

 

【項目５※25 育児休業取得割合（男女別）と育児休業の取得期間の分布状況※26（男女別）】 

育児休業の取得について、女性職員は正規、非常勤ともに１００％の取得率ですが、男性

職員については８７．０％に留まっています。 

取得期間については、女性職員は１年以上取得した職員が８５％以上ですが、男性職員

は１年以上取得した職員が０人であり、２週間以上取得した職員が７８．３％となっておりま

す。 

 

表２２ 令和６年度に育児休業が取得可能となった職員※27と令和６年度の育児休業取得率 

区分 

男 性 女 性 
育児休業が取

得可能となっ

た職員数 
取得者数 取得率 

育児休業が取

得可能となっ

た職員数 
取得者数 取得率 

正 規 職 員 ２３人 ２０人 ８７.０％ １７人 １７人 １００．０％ 

非常勤職員 ００人 ００人 － ０４人 ０４人 １００.０％ 

合計 ２３人 ２０人 ８７.０％ ２１人 ２１人 １００.０％ 

 

 

 

 

 
25 人事院「仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査」に準拠し、育児休業の取得者は、「前年度に子が

出生し、当年度に初めて育児休業を取得した者」を含むため、取得率が１００％を超過する場合があります。 
26 取得期間については、取得開始時点の申請期間で集計しています。 
27 育児休業が取得可能となった職員は、男性職員は当年度に子が出生した職員、女性職員は当年度に産後休暇

が終了し、育児休業が取得可能となった職員となります。 
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表２３ 令和６年度に育児休業が取得可能となった男性職員の育児休業取得期間の分布 

区分 

結 果 

７日以内 
（１週間） 

１４日以内 
（２週間） 

１か月 
以内 

３か月 
以内 

６か月 
以内 

１年以内 １年超 

正 規 職 員 ０人 ２人 ３人 １０人 ４人 １人 ０人 

非常勤職員 － － － － － － － 

合計 ０人 ２人 ３人 １０人 ４人 １人 ０人 

 

表２４ 令和６年度に育児休業が取得可能となった女性職員の育児休業取得期間の分布 

区分 

結 果 

１か月 
以内 

２か月 
以内 

３か月 
以内 

６か月 
以内 

１年以内 ２年以内 ２年超 

正 規 職 員 ０人 ０人 ０人 １人 ５人 ５人 ６人 

非常勤職員 ０人 ０人 １人 １人 ２人 ０人 － 

合計 ０人 ０人 １人 ２人 ７人 ５人 ６人 

 

 

【項目６ 男性職員の出産特別休暇の取得割合と各休暇の合計取得日数の分布状況】 

子が生まれた男性職員の特別休暇の取得割合は、表２５に示すとおり７３．９％に留まりま

す。配偶者出産休暇の取得者のうち３人が育児参加休暇も取得しました。 

取得者の平均取得日数は３．１日ですが、両方の休暇を取得した場合に限ると６．３日とな

ります。 

 

表２５ 男性職員の配偶者出産休暇と育児参加休暇の取得割合（再掲） 

区分 
結 果 

取得 
対象者数 

配偶者 
出産休暇 

取得率 
育児参加 
休暇 

取得率 補足事項 

正 規 職 員 ２３人 １７人 ７３．９％ ０３人 １３．０％ 両休暇取得者は３人 

 

表２６ 男性職員の配偶者出産休暇と育児参加休暇の取得日数の分布状況 

区分 
結 果 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 平均日数 

配偶者出産休暇 ２人 ５人 １０人 － － ２．５日 

育児参加休暇 １人 ０人 ００人 ０人 ２人 ３．７日 
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表２７ 男性職員の配偶者出産休暇と育児参加休暇の合計取得日数の分布状況 

区分 
結 果 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 平均 

い ず れ か を取得 ２人 ４人 ８人 ０人 ０人 － － － ２．４日 

両 方 を 取 得 － ０人 ０人 １人 ０人 ０人 １人 １人 ６．３日 

いずれか又は両方 ２人 ４人 ８人 １人 ０人 ０人 １人 １人 ３．１日 

 

 

【項目７ セクシャル・ハラスメント等対策の整備状況】 

ハラスメントは、相手の尊厳や人格を傷つける許されない行為です。ハラスメントを受ける

と、仕事への意欲や自信を失うだけでなく、時には心身の健康を害する場合があります。 

職員一人ひとりが、ハラスメントへの意識を高め、周囲の人と円滑なコミュニケーションを

図りながら、風通しの良い職場づくりに努めます。 

令和４年４月１日付けで「習志野市職員のハラスメント防止等に関する要領」を一部改正

し、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」をハラスメントの定義に含め、対応措

置を明確化するなど時勢に合わせて対策に取り組んでいます。また、パワー・ハラスメント、セ

クシャル・ハラスメントをはじめとした各ハラスメントに対する相談窓口も設置し、働きやすい

職場環づくりに努めています。 

 

 

 Ⅲ 目標と取組内容  

 目標設定期間  

令和１７年度（２０３５年度） 

 

 目標設定の対象となる職員  

正規職員、任期付職員、暫定再任用職員（フルタイム）、臨時的任用職員 
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 目 標  

目標１～５は習志野市女性活躍推進特定事業主行動計画から承継した項目※28です。 

項 目 

目 標 値 

現 状 値※29 前期※30 

（R８～R１２） 

後期 

（R１３～R１７） 

目標１ 
事務職員及び技術職員※31の 

受験申込の女性割合 

事）４０．０％ 

技）10.0％ 

事）３６．２％ 

技） ５．６％ 

目標２ 
管理的地位に占める女性職員の 

割合 
30.0％ 

２１．７％ 

（４３人／１９８人） 

目標３ 係長職に占める女性職員の割合 ３０.0％ 40.0％ 
２５．４％ 

（２９人／１１４人） 

目標４ 
男性職員の育児休業取得率 

（２週間※32以上取得した職員の割合） 

一）85.0％ 

他）5０.0％ 
85.0％ 

７８．３％※33 

（１８人／２３人） 

目標５ 
管理職以外の職員１人あたりの 

年間の超過勤務時間 
年１８０時間以内 年２０７時間 

 

 取 組  

習志野市では目標達成に向けて、これまでの取組を継続する中で、以下の４点を重点的に

取り組みます。 

 

取組１ 女性職員の採用拡大に向けた取組 

取組２ 女性職員が活躍できるキャリア形成に向けた取組 

取組３ 仕事と家庭生活の両立支援に関する取組※34 

取組４ 長時間労働の是正に向けた取組 

 

 

 

 

 

 
28 現在記載の内容は、習志野市女性活躍推進特定事業主行動計画の目標項目であるため、第４章「ワークライフ

バランス推進プログラム」と重複する項目があります。 
29 令和６年度または令和７年の現状値です。 
30 前期計画期間は、一般行政部門と一般行政部門以外で目標値を分けます。 
31 技術職員は、土木技術職、建築技術職、電気技術職及び機械技術職とします。 
32 前期計画期間は、一般行政部門以外については１週間以上とします。 
33 全部門合計の取得日数です。 
34 第４章「ワークライフバランス推進プログラム」の再掲となります。 
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 Ⅲ－１ 女性職員の採用拡大に向けた取組                                          

女性の応募者が少ない技術職、消防職については、個人の職業選択自体に性別の偏在

性があることも一因であると考えられますが、応募者の裾野を広げるために、以下の取組を

実施します。 

 

 （１）採用試験の周知・広報の拡大 

本市で実施している採用試験の実施スケジュール、試験内容等について積極的に情報発

信します。本市に所在する大学をはじめ、近隣の大学において開催されている就職説明会や、

公務員への就職を希望する学生等を対象としたサイトも活用し、習志野市を知ってもらい、

潜在的な応募者の拡大に努めます。 

 

（取組例） 

⚫ 近隣市との合同開催、近隣大学主催の就職説明会に出展 

⚫ 公務員希望者が利用する就職サイトへの出稿 

⚫ 採用実績または情報提供依頼のある教育機関へ採用試験スケジュールの情報提供 

⚫ 採用試験実施前の本市主催の「しごと説明会」の実施 

 

 （２）女性職員による積極的な情報発信 

女性の応募者が少なく、採用者数に占める女性職員の比率が低くなる技術職、消防職に

おいては、女性職員による積極的な情報発信に努めます。 

 

（取組例） 

⚫ 就職説明会において、積極的に女性職員を説明担当者として派遣 

⚫ 市ホームページや採用パンフレットにおいて、子育て中の女性職員や女性の技術職員・

消防職員を紹介、育児休業や育児短時間勤務等の周知 

 

 

 Ⅲ－２ 女性職員が活躍できるキャリア形成に向けた取組                              

長時間労働等の職場慣行の下、育児等による時間的な制約を抱える女性が重要な仕事

を経験できず、キャリア形成ができないという、いわゆる「マミートラック」に乗ってしまうような

状況を改善し、子育て中でもキャリア形成を可能にする仕組みを構築する必要があります。 

また、女性職員が、将来のライフステージの変化を踏まえた働き方を考えるため、出産・育

児等を迎える前の早い段階からキャリア意識の醸成を図り、子育て期においても仕事で活

躍できるようにするため、キャリア形成研修等を実施し、さらに女性の健康上の特性に配慮し、

性差の違いに関する理解を深める取組を行うことで、将来的に管理職として活躍する女性

職員の育成に向けて対策を検討します。 



 

第５章 女性活躍推進プログラム 

３０ 

（取組例） 

⚫ 女性職員のキャリアデザイン研修の対象範囲や内容の変更を検討 

⚫ メンター制度やロールモデル職員制度の調査・研究 

⚫ 長時間労働の是正により、時間制約のある職員も活躍できる職場環境づくり 

⚫ 管理職や係長職に対し、更年期障害やPMSなど女性の健康上の特性に関する研修を

実施 

 

 Ⅲ－３ 仕事と家庭生活の両立支援に関する取組                                     

第４章で示したとおり、妊娠・育児・介護に関する情報提供の充実、男性の家事・育児への

参画促進、代替要員の確保の３つに取り組みます。 

さらに職員の多様なライフスタイルに対応した職場環境の整備に取り組みます。 

 

（取組例） 

⚫ 「職員のための子育て応援ハンドブック」の随時改訂と周知 

⚫ 「（仮称）配偶者の出産に伴う面談シート」による特別休暇と育児休業の取得促進 

⚫ 育児休業の長期取得に対する代替要員の確保 

⚫ テレワークの推進や介護時間拡充の検討 

 

 

 Ⅲ－４ 長時間労働の是正に向けた取組                                            

第４章で示したとおり、全職員の意識改革、時間外勤務の縮減、休暇の取得促進の３つに

重点的に取り組みます。 

 

（取組例） 

⚫ 習志野市時間外勤務縮減プロジェクト※35及び習志野市業務マネジメント指針※36の着

実な実行による時間外労働の是正 

⚫ 夏季特別休暇の１日単位での連続取得の促進 

⚫ 連休等にあわせた年次休暇取得の促進に向けた検討 

 

 
35 平成 23年（2011年）7月設置 
36 平成 27年（2015年）3月策定 
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